
議案第１１３号 

   市道路線の廃止について 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により、下記のとおり

市道路線を廃止することについて、同条第３項の規定により議決を求める。 

  令和７年６月１１日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

記 
 

路  線  名 

 

延  長 

   ｍ 

 

幅 員 

  ｍ 

起   点 終   点 重要な経過地 

Ｉ 第 ２ ３ ５ 号 線 988 75 

13 

～ 

15 

65 

 

66 

さいたま市緑区太田

窪一丁目３８４番１

地先 

さいたま市南区太田

窪二丁目４７０番９

地先 

 

Ｉ 第 ２ ３ ７ 号 線 957 23 

4 

～ 

6 

39 

 

65 

さいたま市緑区太田

窪一丁目５番１地先 

さいたま市南区太田

窪四丁目８６５番５

地先 

 

３ ０ ７ ７ ２ 号 線 11 87 1 82 

さいたま市北区日進

町三丁目１５８番地

先 

さいたま市北区日進

町三丁目１５６番２

地先 

 

３ ２ ０ １ ２ 号 線 17 80 1 83 

さいたま市西区大字

高木字亀田６３９番

地先 

さいたま市西区大字

高木字亀田６４１番

地先 

 

４ １ ３ ９ ３ 号 線 6 72 1 84 

さいたま市西区大字

飯田新田字中丸５９

３番１地先 

さいたま市西区大字

飯田新田字中丸６１

４番３地先 

 

 


